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〇 事件の概要

被相続人:平成２４年６月１７日に９４歳で死亡
共同相続人:２名

本件不動産が被相続人の相続財産に含まれるに至った経緯等は、次のとおり。
《平成２１年１月３０日》

（信託銀行）

（被相続人）
６億３０００万円融資 ８億３７００万円購入

（甲不動産）

稟議書
相続税対策
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〇 事件の概要

《平成２１年１２月２１日》

（信託銀行）

（被相続人）
３億７８００万円融資 ５億５０００万円購入

（乙不動産）

（相続人）

４７００万円借入

稟議書
相続税対策
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〇 事件の概要

《平成２５年３月７日》

５億５０００万円購入
（乙不動産）

（相続人）
（売却）

５億１５００万円購入
（△３５００万円）
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〇 事件の概要

《平成２５年３月１１日:相続税申告》

（共同相続人）

【対策なし】
相続税の課税価格＝約６億円

相続税の総額＝約１億円
【対策後】

相続税の課税価格＝２８２６万円
相続税の総額＝０円

△１億円の
税負担減
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〇 事件の概要

（被相続人）

《裁判所の認定》
被相続人と共同相続人は、甲、乙不動産の購入及びその購入資金の借入れを、被
相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、近
い将来発生することが予想される被相続人の相続において相続税の負担を減じ又
は免れさせるものであることを知り、かつ期待して企画して実行

【対策前】

相続財産
６億円超

【対策後】

相続財産
６億円超

負債
１０億円程

甲不動産
２億円超
乙不動産
１億円超

評価通達に基づく評価額では・・・

購入価格の
概ね4分の１
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〇 事件の概要

（被相続人）

《税務署の調査》
国税庁⾧官は、国税局⾧からの上申を受け、平成２８年３月１０日付で同国税局
⾧に対し、本件各不動産の価額につき、評価通達６により、評価通達の定める方
法によらず他の合理的な方法（鑑定評価）によって評価することを指示

相続財産
６億円超

負債
１０億円程

甲不動産
７億円超
乙不動産
５億円超

調査後課税価額:８億８８７４万円

相続財産
６億円超

負債
１０億円程

甲不動産
２億円超
乙不動産
１億円超

当初課税価額:２８２６万円
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〇 事件の概要

（被相続人）
９０歳 ９１歳 ９４歳

（甲不動産購入） （乙不動産購入）

（相続開始）

（乙不動産売却）
約５億円

９か月
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〇 共同相続人の主張

不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められ
るから鑑定による評価額をもって評価すべきであるとしてされた更正処分及び加
算税の賦課決定処分の取消しを求める。

《争点》

相続税法２２条等の法令解釈（評価通達によらない評価の妥当性）
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〇 判示内容

《令和４年４月19日付最高裁判決》

・ ➀評価通達（「財産評価基本通達」のことをいいます。以下同じです。）は、時
価の評価方法を定めたものだが、通達にすぎないので、これが国民に対し直接の
法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。相続税の課税価格に算入され
る財産の価額は、当該財産の取得の時における②客観的な交換価値としての時価
を上回らない限り、同条に違反するものではない。

・ ③租税法上の平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に
取り扱われることを要求するものだが、④評価通達の定める方法による画一的な
評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合に
は、評価通達の定める方法により評価した価額を上回ったとしても平等原則に違
反するものではないと解するのが相当である。
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〇 相続税の課税価格

相続税法第２２条において、相続等により取得した財産の価額は当該財産の取得の
時における「時価」によること、当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその
時の現況によることが規定されています。

相続税法に定められているのは、「時価」で課税するということだけです。

ただし・・・「評価通達」において、「時価」とは、課税時期においてそれぞれ
の財産の現況に応じ不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成
立すると認められる価額をいい、その価額は評価通達の定めによって評価した価
額と定めています。他方、評価通達総則６項では、「評価通達の定めによって評
価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁⾧官の指示を受けて
評価する」と定めています。
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〇 評価通達の位置付け（➀）

評価通達・・・国税庁⾧官が税務職員等に対し、相続税法第２２条に係る法令解釈
（時価の判断基準）の統一を図るため発出した通達であり、通常、
一般の納税者の方の判断を拘束するものではない

なお、過去において租税法上の平等原則や税務行政の執行面から重要視（過去
の裁判例により間接強制力は容認）

容認理由は、
①課税の公平性確保
②税務行政の迅速な遂行
③法的安定性と予見可能性
④徴税コストの抑制

※ 評価通達により画一的に評価を行うことで、租税負担の実質的な公平を実
現できるから、原則、評価通達に基づき評価すべき
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〇 客観的交換価値としての時価（②）

不特定多数による取引価格
（＝要件を満たす鑑定価格）

財産評価通達による評価額
価
格

「税法上合法」・・・ただし、「合
理的な理由」がなければ平等原則か
ら通常は財産評価通達による評価が
優先

今回の裁判の対象（総則６項）
⇒ 合理的理由があれば適法

不特定多数による取引価格

財産評価基本通達による評価額が明
らかに時価を超える場合、この価格
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〇 平等原則（③）

 通達に定められた画一的な評価方法によって相続財産等を評価するこ
ととしており、課税実務においては評価通達に従った評価が定着して
いるところ（間接的な強制力は容認）

 納税者間の公平等の見地から評価通達が定める画一的な評価方法によ
る財産の評価は、その評価方法が合理性を有し、相続税法22条にいう
時価を超えないものである限り適法

【過去の裁判例等から要旨引用】
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〇 租税負担の公平に反するというべき事情（④）

【「租税負担の公平に反するというべき事情」とは?】
不動産の購入や借入れが近い将来発生すると予想される被相続人からの相続
において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつこ
れを期待して、あえて不動産の購入や借入れを企画して実行したという事実

⇒ 具体的には・・・

 単に一応公正妥当な鑑定理論に従った不動産鑑定評価額が存在するだけで直ち
に「特別の事情」があるというわけではなく、他の諸事情をも考慮して、「特
別の事情」が認められる（評価通達による評価方法が時価の算定方法として合
理性を欠いていると評価できるケース）。 ← 「最高裁判決」

 不動産鑑定評価基準の性格や精度に照らし、不動産鑑定が、一般的には客観的
な根拠を有するものとして扱われるべきである。（不動産鑑定評価書等と評価
通達の定める評価方法の内容と合理性を比較考量して決するケース）。
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〇 租税負担の公平に反するというべき事情

□ 対策を行った被相続人が高齢
被相続人が信託銀行に事業承継、相続対策の相談に行ったのが平成20年で年齢は90歳

□ 相続税が０円
購入不動産は２件であり、路線価評価額は購入金額の約１/４程度
不動産による対策を講じなければ相続税の課税価格は6億円を超えていたが、節税対策
により相続税額は０円に

□ 不動産の売却
不動産のうち１件は相続開始後９カ月で売却し、現金化

□ 節税以外の経済合理性
通常取引としてこのタイミングで借り入れをしてまで不動産を購入する経済合理性なし
（銀行の稟議書にも「相続税対策を目的」と記録）

他の納税者との間に看過し難い不均衡!
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〇 判示事項まとめ

 時価を下回る限り評価通達の定めを上回る額での課税は適法
 ただし、平等原則等により合理的な理由がない限り評価通達による評価が優先
 評価通達を上回るか、下回るかに関わらず評価通達によらない場合は、その時

価を採用する側が合理的な理由を立証することが必要
 合理的な理由として「税負担の公平性から看過し難いケース」を明示（個別事

例に対する各種事実を踏まえての判断）
 節税を主目的とはせず、経済合理性に整合した投資目的が必要

今回の判決:法解釈的には従来の考え方を踏襲しているが、節税を主目的とし
た不動産取引は問題だということを明確に示した判決
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《前提》

 相続税法は時価で課税するものであり、評価通達を利用しての節税スキームは
すべて課税リスクを負うとの認識が必要（程度の問題）

 財産評価基本通達総則６項は、税務当局としても諸刃の剣と思料（評価通達の
自己否定にもつながるため、相当な理由がなければ総則６項の適用には慎重）

〇 今後の対策（案）
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《今後の対策》

☑ 不動産投資は、相続対策ではなく資産運用が主たる目的ではなくてはなら
ない。

☑ 不動産の値下がり（値上がり）リスクを取得者が負うことが、不動産投資
であるので、近い将来相続の発生が見込まれる者が投資を行う（取得者と
なる）ことは特に留意する。

☑ 納税資金を適切に確保した上で、投資した不動産を、相続開始後直ちに売
却しなければならないような不動産投資の計画はたてない。

☑ 不動産投資を行う際に金融機関の融資を利用する場合には、返済期間・融
資額・投資物件・投資額などを総合勘案することとし、相続税対策を主た
る目的とはしない。

〇 今後の対策（案）
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〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビルディング11階
日本経営ウィル税理士法人大阪梅田事務所

TEL.06-6485-8905 FAX. 06-6485-8907

担当 税理士・行政書士 小林 幸生 080-7256-4361

●本資料でご紹介させていただいた内容のうち、判決要旨、法令解釈等に関するも
のを考え方を分かりやすく解説したものです。

●実際の相続対策にあたっては、個々のケースに応じて個別具体的に検討する必要
がありますので、本資料を最終の判断材料とはなさらないでください。

●本資料をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の
責任は負いかねます。

●相続対策を具体的にご検討される場合には、税理士など専門家にご相談の上、
最終判断をしていただけますよう、お願い申し上げます。


